
特集：マイナ保険証

便利になるの？
個人情報は大丈夫？
受診のたびに必要？

の疑問に答えます

https://nagacl.com
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2023 年 4月から、マイナンバーカードを保険証として利用するためのシステムの導入が

医療機関に義務化されました。当院でもマイナンバーカードを読み取る機器を導入してい

ますので、受診時には受付でマイナンバーカードの提示をお願いしています。マイナ保険

証について、まだまだ疑問なことがたくさんあると思いますので、よく患者さんから質問

される内容をもとにまとめました。	

	

マイナンバーカードを保険証として利用するメリットは？	

・マイナンバーカードを利用すれば、最新の保険情報を確認できます。	

・患者さんに同意いただくと、他の医療機関から処方されたお薬の履歴や過去の特定健診

の結果などを取得でき、総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を行うこと

ができます。	

・医療機関等で高額な医療費が発生する場合にマイナンバーカードを保険証として利用す

れば、一時的な自己負担がなくなるのと、役所に出向いて限度額適用認定証の書類申請

手続きをする必要がなくなります。	

・マイナンバーカードから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出

しなくても、簡単に医療費控除申請の手続きができます。	

	

マイナンバーカードを保険証として利用するためにはどうするのか？	

・マイナンバーカードを保険証として利用するには登録が必要です。当院の機器はその場

でマイナンバーカードを読み取り、そのまま登録ができます。	

	

すべての医療機関で使えるのか。またマイナンバーカードがあれば、もう保

険証は捨てていいのか？	

・４月から義務化されましたが、まだ対応可能になっていない医療機関や薬局があるよう

です。他の医療機関や薬局を利用する際には、保険証もお持ちいただいた方がよいと思

います。保険証は捨てないで下さい。	

・マイナンバーカードを読み取りできれば、保険証のほか、高齢者受給者証など負担割合

が記載されているものも提示は不要です。しかし、市町村から発行されている医療証を

お持ちの方は確認が必要です。	



	

マイナンバーカードは受診のたびに必要か？	

・保険情報に変更がなければ月 1 回の読み取りでよいですが、月の途中で保険が変更にな

った場合や、他院の処方内容を確認させていただく時などはそのつど必要です。	

	

医療機関等に提示することで、個人情報はどこまで見られるのか心配	

マイナンバーに関わる個人情報が漏れるのが心配	

・医療機関で見ることができるのは、保険情報と他の医療機関の処方内容、特定検診の情

報だけです。その中でも医療機関でデータを保存できるのは保険情報だけです。マイナ

ンバーカードに記載されている個人番号やその他の情報は取得できません。	

・薬剤情報や検診結果は、同意を得てから 24 時間以内だけしか医療機関側では見ること

ができません。	

・認証するのは顔認証か、暗証番号の入力ですが、暗証番号は医療機関側で聞くことはあ

りませんし、顔認証の際の画像は保存されません。	

・マイナンバーカードの読み取りは患者さん本人が行なうので、マイナンバーカードを預

かることはありません。	

	

マイナンバーカードを作っていないが、保険証はまだ使えるのか？	

・まだマイナンバーカードを作っていない、マイナンバーカードを医療機関に提示したく

ないなどの場合は、今まで通り保険証を確認させていただきます。	

	

	

〜お知らせ〜	

	 当院では 5月末から、自動精算機を導入することになり

ました。診療費のお支払いを患者さんご自身で行っていた

だくもので、会計の待ち時間を減らすことを目的としてい

ます。簡単に操作できますのでご安心下さい。わかりにく

い場合はお手伝いいたします。ご理解、ご協力をお願いい

たします。	

	



月 火 水 木 金 土
午前

午後 休診 休診 休診

診 療 の ご 案 内

午前の診療は 7：30 から 12：00 です。
月木の午後は 15：00 から 18：00 です。
金曜の午後は 16：00 から 19：00 です。

・仕事で診療時間内に受診できない方のために、月に
1回金曜日の19：00 から 20：00 に予約外来を
行っています。ご希望の方はお問い合わせください。
・土曜日は山形大学の今田先生（腎臓・膠原病専門）
と渡邉先生（循環器専門）の外来があります。
・第3水曜日の午後は大腸内視鏡検査を行っています。
一般の外来はありません。

5月8日以降の診療体制について
新型コロナ感染症が5類に移行する5月8日以降も当院の
診療体制に変更はありません。今まで通り発熱外来も行
いますので、コロナやインフルエンザに感染した可能性
がある方、発熱や風邪症状がある方は当院に電話連絡、
または当院のホームページから発熱外来専用の“Web問
診”に入力してから連絡をお願いします。また、院内では
今までどおりマスクの着用をお願いいたします。
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